
お問い合わせ先　 本所融資課　℡：0235-64-4926

・藤島支所　 　信用課　℡：0235-64-5837　　　・三川支所　　信用課　℡：0235-66-2795

・温海支所　 　信用課　℡：0235-43-3411　　　・羽黒支所　　信用課　℡：0235-62-2143

・新余目支所　信用課　℡：0234-43-4422　　　・櫛引支所　　信用課　℡：0235-57-2993

・立川支所   　信用課　℡：0234-56-2144　　　・朝日支所　　信用課　℡：0235-53-2512

入学金・授業料

アパート家賃

生活費等の
仕送り

他金融機関等
からの借換

裏面の商品概要を必ずご確認ください。

変動金利

固定金利

年2.30％ 年 ％

インターネット事前審査申込みで、

０.２0％引下げいたします。

基準金利

年 ％

最大引き下げ後

年1.80％

（保証料別）

【表示金利の適用期間】

（保証料別）

平成29年

11月1日

平成30年

5月31日

固定金利

変動金利

下記の金利引き下げ項目に該当する場合、基準金利より

最大０．５０％の引き下げを致します。（項目１つにつき▲０．２０％）

①組合員の方（本人）
②ＪＡ住宅ローン利用中の方（主債務者・連帯債務者）
③給与振込指定（本人）または農産物販売代金振込指定の方（本人・同居家族）
④年金受給口座指定の方（本人・同居家族）
⑤ＪＡカードをご契約の方（本人） ※家族カードも可
⑥ＪＡ共済ご契約の方（本人）
⑦子育て応援パスポートをお持ちの方（本人）
⑧公共料金の口座振替指定の方（本人）

（ＪＡカード決済も含め、電気・水道・ガス・電話・ＮＨＫのうち１つ以上）
⑨ネットによる事前審査申込の方
⑩金利優遇特典付定期積金加入者（加入後６ヶ月経過後）



担保・保証料
◆原則として担保は不要です。
◆保証料は別途ご負担いただきます。（正組合員および准組合員
保証料率　年０．５０％で一括前取）

◆原則として担保は不要です。
◆保証料は別途ご負担いただきます。（正組合員および准組合員
保証料率　年１．００％で金利上乗せ）

お借入金額
◆１０万円以上１，０００万円以内（１万円単位） ◆１０万円以上７００万円以内（１万円単位）、医療歯科系の場合は

１，０００万円以内まで

ご返済方法

◆元利均等返済（毎月返済方式、ボーナス併用毎月払い、年２回
払いのいずれか）
◆据置可能期間は卒業予定年月末日の６ヶ月後まで

◆元利均等返済（毎月返済方式、ボーナス併用毎月払い）
◆据置可能期間は入学前の７ヵ月、在学期間、卒業後の３ヵ月以内

（教育資金として申込受付３ヵ月以内に現金で支払いしたもの）

③教育ローンの借換資金

お借入期間
◆６ヶ月以上１５年以内（在学期間＋９年、借換の場合は残存期
間内）

◆６ヶ月以上１６年１０ヵ月以内（借換の場合は残存償還期間が上
限）

◆勤続年数が原則として１年以上の方（ただし、新卒の農業者・給
与所得者、年金受給者は１年未満でも可）

お使いみち

就学指定の入学金、授業料、学費およびアパート家賃等教育に
関するすべて（お借入申込日から２ヵ月前までに支払い済みと
なった資金を含みます）とし、以下も含みます。

対象は幼稚園・小・中学校・高校・高専・専門学校・予備校・短大・大
学・大学院とし、以下の資金になります。

①他金融機関からお借入中の教育資金の借換 ①入学、在学中に必要な教育資金

（入学金、授業料、家賃、その他生活費等）

②お借入にかかる諸費用（保証料等） ②支払済み領収書

【ＪＡ教育ローン商品概要説明書】

保証機関 ῇ◐ ͬ Ḩ Ӳ̝ ʝ Ḍ ╛̝

ご利用
いただける方

◆正組合員または准組合員となる資格を有する方
（新規に准組合員加入する場合は出資金一口３，０００円が必要となります）

◆借入申込時の年齢が２０歳以上の方かつ、高校以上の学校に
就学予定の子弟を有し、完済時の年齢が７１歳未満の方

◆借入申込時の年齢が２０歳以上６５歳未満の方で、完済時の年
齢が７０歳未満の方

◆前年度税込年収が正組合員は１５０万円以上、准組合員は２０
０万円以上

◆安定・継続した収入のある方

※審査の結果、ローン利用のご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
※店頭にて返済額の試算を承っております。
※JA教育ローンをご利用中に、繰上返済を行う場合や返済条件を変更する場合には、別途JA所定の手数料が必要となります。
※ローン商品の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。
※ご返済の滞りなどが発生した場合には、引下げ後金利の適用を中止し、店頭標準金利に引き上げさせていただきます。
※表示金利は、平成29年11月1日～平成30年5月31日にお申込みいただき、平成29年10月31日までに、お借入れされた場合の

適用金利であり、お借入当初に適用されるものです。
※固定金利型を選択いただいた場合は、お借入れ後の金利は変わりません。
※変動金利型をご選択いただいた場合は、お借入れ後の金利は基準日（4月1日および10月1日）の基準金利により、年2回の見

直しを行います。


